




新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
新旧対照表 

新 旧 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則 

平成１９年３月１日 

規則第１２号 

 

（育児を行う職員の時間外勤務の制限） 

第８条 （略） 

２～６ （略） 

７ 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間

を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じ

た場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日

までの期間についての請求であったものとみなす。 

 （１） （略） 

 （２） 当該請求に係る子が                     

小学校就学の始期に

達した場合 

８・９ （略） 

 

別表第２（第１５条、第１７条、第２０条関係） 

特別休暇を受けることができる事由 特別休暇の期間 

（１）～（１８） （略）  （略） 

（１９）満１５歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある子

（配偶者の子を含む。この号におい

て同じ。）を養育する職員が、その子

の看護等（負傷し、若しくは疾病に

かかったその子の世話、疾病の予防

を図るために必要なものとして広域

連合長が定めるその子の世話若しく

は学校保健安全法（昭和３３年法律

第５６号）第２０条の規定による学

一の年において８日（満１５歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの

間にある子が２人以上の場合にあって

は、１２日）の範囲内の期間 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則 

平成１９年３月１日 

規則第１２号 

 

（育児を行う職員の時間外勤務の制限） 

第８条 （略） 

２～６ （略） 

７ 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間

を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じ

た場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日

までの期間についての請求であったものとみなす。 

 （１） （略） 

 （２） 当該請求に係る子が、条例第９条第２項の規定による請求にあっ

ては３歳に、同条第３項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に

達した場合 

８・９ （略） 

 

別表第２（第１５条、第１７条、第２０条関係） 

特別休暇を受けることができる事由 特別休暇の期間 

（１）～（１８） （略）  （略） 

（１９）満１５歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある子

（配偶者の子を含む。この号におい

て同じ。）を養育する職員が、その子

の看護（負傷し、若しくは疾病にか

かったその子の世話又は疾病の予防

を図るために必要なものとして広域

連合長が定めるその子の世話を行う

ことをいう。）のため勤務しないこと

が相当であると認められる場合 

一の年において８日（満１５歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの

間にある子が２人以上の場合にあって

は、１２日）の範囲内の期間 



新 旧 

校の休業その他これに準ずるものと

して広域連合長が定める事由に伴う

その子の世話を行うこと又はその子

の教育若しくは保育に係る行事のう

ち広域連合長が定めるものへの参加

をすることをいう。）のため勤務しな

いことが相当であると認められる場

合 

（２０）～（２３） （略）  （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２０）～（２３） （略） （略） 
 

 
附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


